
4月1日㈰から市の組織を
変更します

■文化・スポーツ部を新設します
「文化のまち」づくり課（☎51・2875）
と「スポーツのまち」づくり課（☎51・
2866）で構成する「文化・スポーツ部」を
新設し、重要課題へ的確に対応します。
■課・室の名称を変更します
＜企画部　未来創生戦略室（☎51・

2180）＞
地方創生推進室を「未来創生戦略室」
へ変更し、将来を見据えた政策を立案
できる体制を強化します。
＜環境部　収集業務課（☎61・4136）、

環境部　資源化センター（☎46・
5304）＞
家庭ごみの収集を行う業務課を「収
集業務課」、ごみの焼却を行う施設課を
「資源化センター」へ変更します。
［共通事項］

 問合せ	 行政課（☎51・2024）
	 	 3994

平成30年度国民健康保険税の
税率改定と所得申告

4月1日㈰から国民健康保険税の税率
などを改定します。また、賦課限度額
や、低所得者の軽減判定所得基準額
を引き上げます。税率や軽減内容など
詳細はホームページをご覧いただく
か、お問い合わせください。
なお、平成30年度の国民健康保険税
は平成29年中の所得を基に算定しま
す。平成29年中の所得申告をお済み
でない方は、至急申告してください。
	問合せ	 国保年金課（☎51・2295）
	 	 48684

美術博物館友の会会員

企画展の無料観覧や二川宿本陣資料
館の無料入館（回数制限あり）、講演会
など友の会主催事業への参加、会報
の送付などの特典があります。
	費 用	 正会員3,000円、学生会員（高

校生・大学生・専門学校生）
1,000円ほか※年額

 その他	 美術博物館で入会案内を配布
 申込先	 美術博物館（☎51・2882）

犬の登録と狂犬病予防注射

生後91日以上の犬は、登録と毎年1回
の狂犬病予防注射が義務付けられて
います。動物診療施設または集合注射
実施会場で必ず受けてください。
	料 金	 新規登録手数料は1頭3,000

円、注射済票交付手数料は
1頭550円、注射料金は1頭
2,850円（集合注射の場合）

	持ち物	 登録している犬は、飼い主に郵
送する「平成30年度予防注射
実施・登録確認通知書」。登録
していない犬は、住所、氏名、
電話番号、犬の種類・生年月
日・名前・性別・毛色を書いた
メモ

	その他	 集合注射の日程など詳細は
ホームページ参照

	問合せ	 生活衛生課（☎39・9127）
	 	 15258

詳細は募集要綱などをご覧ください。

平成30年度豊橋市①教育②体育
③文化表彰候補者の推薦

①～③の分野で活躍する各賞にふさ
わしい候補者の推薦をお願いします。
なお、各分野の団体代表者にも推薦を
依頼しています。表彰式は、8月1日㈬の
市制施行記念日に行います。
 提 出	 4/20㈮（必着）までに直接また

は郵送で推薦書を①は教育
政策課（☎51・2819）、②は「ス
ポーツのまち」づくり課（☎51・
2865）、③は「文化のまち」づく
り課（☎51・2875）※郵送の宛
先は全て〒440-8501住所不
要。推薦書は各提出先で配布

	 	 ①55032②55226③55053

豊橋市役所JK広報室メンバー

自由なアイデアで、市のPRなどを行う
女子高校生を募集します。
	任 期	 高校を卒業する年の3月31日

まで
	その他	 ユニフォームの提供などメン

バーの活動をサポートする企
業も募集

	申込み	 随時、申込書を広報広聴課（☎
51・2165）※申込書は広報広
聴課、ホームページで配布

	 	 45931
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パブリックコメントを
ご利用ください

市民生活に広く影響のある市の基本
的な政策などを策定する前に、その案
に対して自由に意見することができま
す。市は、寄せられた意見を参考に、最
終的な決定だけでなく、その意見への
考え方を公表します。意見を募集する
ときは、政策などの名称や募集期間、
閲覧場所、意見の提出方法などをホー
ムページなどでお知らせします。なお、
いただいた意見に、直接回答すること
はありません。
	問合せ	 行政課（☎51・2029）
	 	 54657

市営墓地（梅田川霊苑）を
貸し出します

 対 象	 市内在住の世帯主で、次のい
ずれかに該当する方①焼骨が
あるが墓がない②市外に墓を
持っており、市内に改葬を希望
する

 料 金	 360,000円（永代）
 その他	 3年以内に墓石などを建設す

るなど条件あり。使用条件など
詳細はホームページ参照

 申込み	 事前に問い合わせの上、随時、
福祉政策課（☎51・2369）

	 	 6503

6月1日㈮から羽根井地区
市民館が休館します

休館前の図書利用は、貸出・予約が4月
29日㈷まで、返却が5月31日㈭までで
す。なお、羽根井地区市民館は、第一指
定避難所に指定されていますが、休館
中に避難所の開設が必要となった場合
は、羽根井小学校を開設します。また、再
オープンは来年4月頃の予定です。
	問合せ	 地区市民館については生涯

学習課（☎51・2849）、図書に
ついては向山図書館（☎62・
2944）、避難所については防
災危機管理課（☎51・3116）、
福祉政策課（☎51・2363）

	 	 4441

水道メーターの取り替えに
ご協力ください

5～12月に上下水道局が設置している水
道メーターで、計量法に基づく取替時期
が近づいたものを取り替えます。取替月
の前月末に対象者あてに、はがきで通知
します。費用は無料で、取り替えは身分
証と腕章を携帯した、上下水道局が委
託する指定給水装置工事事業者が実
施します（一般家庭の場合10分程度）。
	問合せ	 営業課（☎51・2722）
	 	 48608

農地転用の許可権限が
豊橋市に移譲されます

4月1日㈰から、農地転用の許可権限
が愛知県知事から豊橋市長に移譲さ
れます。なお、申請書の受付方法、審査
内容は変更ありません。
	問合せ	 農業委員会事務局（☎51・

2950）
	 	 10108

豊鉄バス一部下り線の
終バスの増便を継続します

	と き	 4月6日㈮～来年3月30日㈯の
金・土曜日（お盆、年末年始、祝
日を除く）

	問合せ	 豊鉄バス㈱（☎44・8414）、都
市交通課（☎51・2620）

	 	 48706

4月2日㈪からコミュニティバス
「柿の里バス」の運行内容を変更します

4月2日㈪から、第1・3・5便の各バス停
到着時間が5分早まります。また、バス
停の名称を「高井公会堂」から「高井集
会所」に変更します。詳細はホームペー
ジ、都市交通課などで配布のパンフ
レットをご覧ください。
	問合せ	 都市交通課（☎51・2620）
	 	 16235

家庭ごみの収集を一部
民間業者に委託します

4月1日㈰から、磯辺・大崎・植田・大清
水・中野校区で家庭ごみの収集を㈱マ
ルコー商会に委託し、収集車の色が変
わります。収集日の午前8時30分まで
に決められたごみステーションへ持ち
出してください。
 問合せ	 収集業務課（☎61・4136）
	 	 6661
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